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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【公開番号】特開2009-32984(P2009-32984A)
【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-006
【出願番号】特願2007-196596(P2007-196596)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/677    (2006.01)
   Ｂ６５Ｇ  49/07     (2006.01)
   Ｂ６５Ｇ  51/03     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ａ
   Ｂ６５Ｇ  49/07    　　　Ｊ
   Ｂ６５Ｇ  51/03    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５６４Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５６９Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月30日(2010.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気密空間を形成し、天井壁には前記気密空間に連通する通気孔が形成されているチャン
バーと、
　下側が前記天井壁に固定され、上側には保護膜が形成されて搬送路を形成している多孔
質体と、
　前記気密空間に気体を供給し、前記通気孔と前記多孔質体の空隙とを通じて前記搬送路
側から気体を噴出させる気体供給手段と、
　を有することを特徴とする浮上搬送ユニット。
【請求項２】
　前記多孔質体がグラファイトを含んで構成されていることを特徴とする請求項１に記載
の浮上搬送ユニット。
【請求項３】
　前記保護膜が樹脂で構成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の浮上搬送
ユニット。
【請求項４】
　前記樹脂が、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、フラン樹脂、フッ素樹脂、ナイロンから
選ばれる少なくとも１種の樹脂で構成されることを特徴とする請求項３に記載の浮上搬送
ユニット。
【請求項５】
　前記保護膜が金属又は金属化合物で構成されることを特徴とする請求項１又は２に記載
の浮上搬送ユニット。
【請求項６】
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　前記金属又は前記金属化合物が、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｆｅ、Ｓｎ、Ｍｇか
ら選ばれる少なくとも１種の元素を含むことを特徴とする請求項５に記載の浮上搬送ユニ
ット。
【請求項７】
　前記金属又は前記金属化合物によって、前記保護膜として黒色メッキ膜又は針状メッキ
膜が形成されていることを特徴とする請求項５又は６に記載の浮上搬送ユニット。
【請求項８】
　前記保護膜が、ガラス状炭素又はダイヤモンドライクカーボンのうちの少なくとも１種
で構成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の浮上搬送ユニット。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】削除
【補正の内容】
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